
【育児介護休業法関係】

【男女雇用機会均等法関係】

雇用保険法等の一部を改正する法律

● 育児・介護休業制度の見直し ◆ 就業環境の整備（ハラスメントの防止）

→ 育児・介護休業法の改正

・法律の改正内容について制度の詳細を規定

・事業者が講ずべき措置の具体的内容を規定

雇用保険法の一部を改正する法律の関係法令等の整理

→ 育児・介護休業法の改正

→ 男女雇用機会均等法の改正

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う
国土交通省関係省令の整備等に関する省令

→船員に関する育児・介護休業法施行規則の改正

船員に関し事業主が職場における妊娠、出産等に
関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講
ずべき措置ついての指針の制定等

① 船員に関し事業主が職場における妊娠、出産等に関す
る言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置に
ついての指針（新規制定）

② 船員に関し事業主が職場における性的な言動に起因す
る問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針
（一部改正）

③ 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる
船員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにする
ために事業主が講ずべき措置に関する指針（一部改正）

（→船員に関する男女雇用機会均等法施行規則の改正）

議題 ２（答申） 議題 ３（答申）

※

※：諮問事項ではない
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